
交通政策審議会第１５回気象分科会 

平成２１年６月１６日（火） 

 

 

【総務課長】  それでは、ただいまから交通政策審議会第１５回気象分科会

を開催させていただきます。 

 事務局を務めております総務課長の丸山でございます。 

 委員の皆様方には、お忙しい中、気象分科会にご出席いただきましてまこと

にありがとうございます。 

 まず、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

 開催に関する資料といたしまして、配席図、委員の皆様方の名簿、第１５回

気象分科会の議事次第、それから議事資料といたしまして、資料１が報告書案、

資料２が報告書の概要、資料３が前回の案からの主な修正点でございます。 

 以上でございますが、お手元にないものがございましたらお申しつけくださ

い。 

 本日、廻委員、清原委員及び正木委員からはご欠席とのご連絡をいただいて

おります。交通政策審議会気象分科会の定足数につきましては、交通政策審議

会令第８条により、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席をもっ

て会議の定足数とされております。本日は分科会の委員総数１１名中８名のご

出席をいただいておりますので、分科会が成立しておりますことをご報告申し

上げます。 

 次に、いつもお願いしておることでございますが、ご発言をいただく際には

マイクのスイッチを押していただき、ご発言が終わりましたらスイッチをお切

りいただくようお願い申し上げます。 

 本日の議事の公開につきましては、報道関係者の会議傍聴が認められており

ます。また、会議後は資料と議事録を速やかに公開することになっております

ので、あらかじめご承知おきいただきたいと思います。 

 事務局からは以上でございます。 
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 それでは議事に入らせていただきます。以後の進行につきましては、分科会

長よろしくお願いいたします。 

【分科会長】  大変失礼いたしました。それでは議事に入ります。 

 本日の分科会では、１月から審議してまいりました局地的な大雨による被害

の軽減に向けた気象業務のあり方について、報告書を確定したいと考えており

ます。また、本日午後には、この報告書の概要について記者会見をさせていた

だきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 前回、第１４回分科会の議論を受けまして、各委員のご意見をもとに、私と

事務局が修正した報告書案を作成いたしました。この案については、事務局か

ら各委員に個別にご意見を伺い、調整をしてまいり、それを反映したものとな

っております。それが資料１の報告書です。全体を報告書と呼び、第３章が提

言となっておりますが、この報告書案について、まず事務局から、前回のもの

からの変更点を中心にご説明いただきます。 

 ではまず、報告書の概要についてご説明をお願いします。 

【企画課長】  それでは、事務局のほうから報告書の概要についてご説明い

たします。 

 先ほど既に資料の紹介がございました。資料１が報告書の本体でございます。

それから、局地的な大雨による被害の軽減に向けた気象業務のあり方について

という、１枚紙が資料２でございます。資料３につきましては、前回の内容か

らの主な修正点を、いただいた意見を左側に、それからその意見に対して報告

書ではどのように対応したかということを右側に書かせていただいております。 

 それでは、まず資料１を通しまして、ざっと主な変更点を中心にご説明させ

ていただきたいと思います。 

 表紙につきましては、提言という言葉が抜かれまして、全体が報告書でござ

いますので「あり方について（案）」ということでございます。 

 それから１枚めくっていただきまして委員の名簿。 

 その次に「提言の骨子」というのがございます。これは、この後に説明いた

しますが、この報告書の第３章が提言に相当するものでございまして、３章の
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要約ということでございます。 

 ２枚めくっていただきまして目次でございます。目次につきましては、前回

大きな構成についてはこの方向でご了解いただいております。若干言葉をわか

りやすく変えている部分もございますが、「はじめに」から始まり１章、２章、

３章と、３章が対処の報告性と具体策ということで、提言に相当するものでご

ざいます。そして「おわりに」ということで、構成は前回とほぼ同様でござい

ます。 

 続きまして、１枚めくっていただきまして「はじめに」でございます。全体

的にわかりやすく書くようにということがございまして、可能な限りわかりや

すく努めたつもりでございます。４ページの「はじめに」につきましては、具

体的に昨年夏のイベントについて、固有名詞を挙げたほうがいいということも

ございまして、そのあたりを書かせていただいた上、それらと局地的な大雨の

関係について書かせていただいております。それから、前回、だれへの提言か

というようなことがございました。端的に、一番最後の３番目のパラグラフで

は「気象業務の観点から何がなされるべきかを審議し、ここに、気象行政を担

う気象庁への提言として取りまとめた」ということでございます。気象庁への

提言ではございますけれども、気象行政を担うという観点から、防災関係機関、

あるいは安全にかかわる関係機関、関係者等と積極的に連携し、協力しながら

進めていくということが、全体的に書かれるようにしてございます。 

 続きまして５ページ、第１章でございます。「局地的な大雨の危険と対策の必

要性」、これにつきましては、局地的な大雨について定義をするようにというこ

とでございましたので、１のところの第１パラグラフの真ん中から以降、局地

的な大雨は単独の積乱雲が発達することによって起きるもので、一時的に雨が

強まるとか、総雨量がどの程度だとか、あるいは寿命が短く、数十分程度と、

イメージを持ちやすい形で書かせていただいております。一方で、集中豪雨と

いう言葉もあわせて書いて、その違いを明らかにさせていただきました。それ

から、２の「局地的な大雨の危険性と対策の必要性」につきましては、局地的

な大雨の危険がどういったことがあるかということで、状況が急変するとか、
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一気に増水するとかというようなことを含め書かせていただいた上で、６ペー

ジにはそれぞれ、起こり得るさまざまな場所での事態について書いております。

この局地的な大雨による具体的な危険を予測することは容易でないということ

で、その事情として①から④について、前回のご意見を踏まえまして書かせて

いただいております。容易ではないのだけれども、最後のところにございます

が、日常生活の中で現実の危険が発生するということもございますので、対策

の難しさということについても触れさせていただいているということでござい

ます。 

 続きまして第２章、７ページになります。７ページ「現状と課題」につきま

しては、気象庁が行ったウェブアンケートだけでいいのかというような話がご

ざいましたので、７ページの下３行目あたりからは、昨年度に開催された国土

交通省の検討会等につきましても、同様のことがあると触れさせていただいて

おります。気象庁のウェブアンケートを細かく具体的に書かせていただいた背

景は、気象情報の利用について、これが非常にわかりやすいということで、引

き続き①から⑤までに具体的にアンケートの結果を書かせていただいていると

いうことでございます。 

 それから８ページになりまして、具体的にどんな情報が流れとして出ている

のかがわかるようにしたほうがいいということでございますので、リーフレッ

トの図も引用させていただいて、この８ページに入れさせていただいています。

また、脚注のところで、国土交通省の検討会等についても書かせていただいて

おります。 

 それから９ページ、２「現状と課題」でございます。知識の普及啓発という

観点で、（１）の柱書きに、普及啓発活動が行われているが、けれども具体的な

危険をイメージし、必要な情報を活用してみずからの判断で安全確保の行動に

結びつけるといった実践的な取り組みは少ないということを、要約をさせてい

ただいた上で①気象庁、②地方自治体それぞれの普及啓発活動の現状と課題に

ついて書かせていただいております。 

 続きまして１０ページ、（２）につきましても、情報の入手手段という観点で、
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まずこの柱に、行動の開始前、開始後、それぞれの状況を踏まえた上で、利用

可能な情報の入手環境の改善がなされているけれども、利用者サイドへの普

及・活用が十分進んでいるとはいえないといったことを記述し、次に、それぞ

れ、①といたしましてテレビ・ラジオの役割と重要性、それから②にテレビ・

ラジオ以外の、最近さまざまな活用、提供環境が整ってきつつあります携帯電

話等をはじめとする入手手段の現状と課題について、それぞれ書かせていただ

いております。まだ利用普及というのは十分ではないということでございます。

あわせまして、１０ページの脚注では、それぞれ携帯電話等からのサービスは

どんなサービスがあるかということを、この脚注に URL を記述し、HP で読者が

クリックいただくとわかるような形にさせていただいております。 

 それから、前回はテレビ・ラジオとそれ以外の入手手段、一緒でしたが、最

近の状況を踏まえまして、この①、②に分けた上で携帯電話等についてもしっ

かり書かせていただいております。その関連で、ちょっと古いですが、平成１

９年度に気象庁が行った満足度調査の結果として、現在利用されているテレビ

そのほか、携帯サービスといったものがどの程度利用されているかということ

も、参考に載せさせていただいております。 

 続きまして１１ページ。特に前回、活動している、野外にいるときに情報を

入手するのが困難であるということ、それは通信環境あるいは関心がそういう

ことに向かなくなると、天気の変化等に関心が向かなくなるというようなこと、

そういったさまざまな要因が、屋外で活動しているときに気象情報の入手に影

響してくるというようなことをしっかり書くべきだということがございました

ので、書かせていただいております。それから、最近エリアメールのことも含

めて、いろいろ仕組みができておりますので、そういったことも、周知の意味

も含めましてここに書かせていただいております。以上が（２）の入手手段の

点でございます。 

 その次が（３）「局地的な大雨に関する監視・予測技術と気象情報」です。こ

れにつきましても、柱の最初のパラグラフのところに、気象情報の改善・充実

を進めているけれども、局地的な大雨については十分満足できる水準には達し
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ていないということを記述しております。そして、それぞれ大雨の監視、それ

から１２ページに行きまして、予測のところでは数値予報、それから数時間先

までの予報ということでございます。前回の会議で、数値予報のところをもう

少し詳しくといいますか、クリアに何が問題なのかを書くようにということが

ございましたので、第２パラグラフのところ、「しかしながら」で始まるところ

には、個々の積乱雲の発生につながる微細な大気の乱れを十分に観測・解析で

きているというわけではないということと、それからスーパーコンピューター

の能力をはるかに超える計算が必要になると、こういった２つのことを書いた

上で、現時点ではなかなか難しい。しかしながら精力的に研究・開発を進めて

いるという現状を書かせていただいております。 

 それから次の１３ページでございます。大雨に関して気象庁が提供している

情報として、それぞれレーダー、ナウキャスト等を何度も記述しております。

これはこの情報を周知させていただいている意味もあるのですが。次に（ウ）

のところでは、警報・注意報について簡単に触れさせていただいております。

警報・注意報につきましては、この局地的な大雨に必ずしも直接かかわるもの

ではなく、従来型の集中豪雨対策というイメージが非常に強いんですが。警報

についてよりきめ細かな発表を計画しているのだけれども一方で、局地的な大

雨では、警報等の発表に至らない状況でも被害が発生することについて国民の

理解が不十分と考えられるので、この警報等の役割ということも含めて気象庁

の発表する情報全体が正しく理解されるための周知啓発が課題であるというこ

とを、書かさせていただいております。 

 続きまして１４ページに入ります。第３章でございます。この第３章が、提

言に相当する部分でございます。基本方針は、前回の４つ挙げさせていただい

ているものでございます。（１）は知識の普及啓発活動の強化ということ、それ

から（２）は、さまざまな活動の状況に応じて必要な情報の入手ができる環境

を整えて、その活用を促進するということでございます。（３）が、観測・予測

システムの高度化、気象情報の改善です。それから（４）が、防災関係者や安

全にかかわる関係者、民間部門等幅広い関係者の連携・協力を促進するという
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ことで、この４つの基本方針のもとでそれぞれの提言に相当する方向性と具体

策を書いてございます。 

 １４ページの２（１）のところでは、気象庁については安全知識の普及啓発

に組織的に取り組むという観点を、１５ページには具体的に①気象庁の役割と

いたしまして、２行目のところから、地方自治体、学校関係者、報道機関等と

連携・協力して安全知識の普及啓発を総合的に推進するといった点、あるいは

②のところには、重点的に普及啓発を進める対象のところでございますが、い

わゆる指導者層を普及啓発の重点的な対象とするということを書いてございま

す。同時に、前回ご意見ございましたように、それらの方と総合的に、連携に

よって気象防災全体への対応能力を高めるといったことも付加させていただい

ております。１６ページの③普及啓発の内容・方法でございます。今回の大雨、

既に何度か書いてございますが、ごく身近なところに危険があるというような

ことがございます。そういったことも踏まえまして、安全を確保するための行

動を実際にとれるようにすることを目指すべきだといったこと。その中で、講

演会等もやってございますが、③第２パラグラフの最後のところでは、自ら考

え、行動を体験しながら学ぶ能動的学習手法を積極的に採用していく必要があ

るということも書かせていただいております。その脚注８には、危険予知訓練

とか防災プロジェクト学習などについても言及させていただいているというこ

とでございます。次に、④のところでは、報道機関、民間気象事業者との連携

ということもしっかり書かせていただいております。報道機関、それから日本

気象予報士会等の団体との協力等により非常に普及啓発のすそ野を広げるとい

うことでございます。それから、前回ご意見ございました企業の社会貢献の一

環として、しっかり普及啓発の一翼を担っていくことの期待や、民間の気象事

業の振興を図るといったことについても言及しております。 

 １７ページ、２番目の柱でございます。（２）入手手段の拡大と活用促進でご

ざいます。その①につきまして、まず既にあるものの有効活用を促進していく

ということで、携帯電話等の既にあるサービスを用いて、特に気象レーダー、

ナウキャスト等の情報を入手することが有効でありますので、そういったサー
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ビスを広く周知していくということを書いてございます。それからイ）でござ

いますが、活動前の場合はテレビ、マスメディア等の役割といたしまして、視

聴者１人１人がみずからの安全と直接結びつくものと意識できるようなインパ

クトのある伝え方について、それぞれ報道等との意見交換等行う必要があると

いうことを書いてございます。次に②でございます。入手手段拡大の促進と利

便性の向上ということで、最新の情報通信関連機器で加工処理しやすい汎用形

式、前の報告書ではＸＭＬという具体的な名前が出ておりましたが、そういう

汎用形式を導入して、どんどん普及を図っていくべきであるということでござ

います。その次１８ページは、利便性・わかりやすさの向上ということで、イ

ンターネット経由でさまざまに気象庁のホームページにリンクをかけるように

していく。その観点からも、気象庁のホームページについては内容のわかりや

すさや利便性の向上といった観点で改善を図っていくべきであるということを

書いてございます。 

 （３）でございます。（３）気象庁の監視・予測技術と気象情報の改善につき

まして、最新の知見あるいは技術を取り入れて、しっかり計画的にかつ着実に

進めていくべきであるとして、観測システムの改善を、１８ページの下から、

それぞれア）レーダーの観測時間の間隔とか、あるいはエ）ですと、気象レー

ダーデータの利用技術の高度化といったような点について言及しております。

②は予測システムの改善ということで、ア）の数値予報の改善、それから２０

ページにはイ）数時間先までのきめ細かな降水予測の改善、さらに③では、防

災及び安全により有効な気象情報への改善ということに言及させていただいて

おります。最後、④につきましては、大雨等の実態あるいは地球温暖化に伴う

見通しといったことも、しっかり普及啓発をして意識を高めていく必要がある

ということについて書かせていただいておりまして、２１ページには具体的に、

雨量のデータベースの構築と利用促進とか、温暖化による局地的な大雨の頻度

等に関する情報の充実といったことにも言及しております。 

 （４）、４つ目の柱でございます。この記述を強化させていただいております。

防災関係機関等との連携強化ということで、国・地方自治体、学校や地域の自

 -8-



主防災組織、さらに民間部門等の連携・協力が重要として、幅広い関係者が主

体的に取り組んで全体として効果を高めるということを書かせていただいてお

ります。その意味で、気象庁はそれぞれの防災関係機関等が実施する施策につ

いても、専門知識を生かして積極的にかかわっていくということを書かせてい

ただいておりまして、①では地方自治体等が進めるハザードマップの作成支援、

助言といった観点、それから次の２２ページの②では関係省庁における安全対

策への支援ということで、それぞれ局地的な大雨を考慮した施設の設計とか安

全基準とかいった検討のときには、大雨の頻度増加といったような観測事実や

気候変動予測成果の提供といった専門的な観点から、積極的に参画していくべ

きであるということを記述しております。 

 それらをまとめまして、最後に２３ページの「おわりに」には、自助、共助、

公助の３要素の組み合わせが重要であること、中でも局地的な大雨については

自助の役割が非常に大きいということ、そのため、国民自らの責任において危

険を回避するために必要な知識の普及や、安全情報をとらえてそれをうまく利

用する、活用するといったことの取り組みに対して、これまで以上に気象庁は

関係者と連携して力を注ぐべきであると書いてございます。その最後のパラグ

ラフは、それぞれの関係者、それぞれの主体が積極的にかかわり、連携・協力

して被害の防止・軽減に向けての取り組みを進めることを呼びかけたいと。協

働によるさまざまな活動の例、地方自治体等の例に倣って取り組んでいくこと

を期待するということで、この「おわりに」の記述を終了させていただいてお

ります。 

 前に戻っていただきまして、１ページで「提言の骨子」でございます。個別

に説明はいたしませんが、先ほど第３章で、対処の方向性と具体策が提言に当

たるということを述べましたので、その３章のまとめを、１ページ、２ページ

で「提言の骨子」として、気象庁は、以下のとおり気象業務を強化することが

求められるとして、１から４までそれぞれ、知識の普及啓発、情報の入手環境

の整備、それから３番は観測予測システムの高度化や気象情報の改善と、４番

で関係者との連携・協力の促進という観点で、それぞれのポイントを記述させ
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ていただいております。 

 それらを１枚で見られるようにしたほうがいいということでございますので、

資料２にはこの報告書全体の構造がわかるように、「はじめに」それから第１章、

第２章「現状と課題」を左側にそれぞれ記述し、その右側に「対処の方向性と

具体策（第３章）」、赤字で「提言」と書いてございます。それぞれ提言にかか

る骨子をまとめさせていただいておりまして、３つの現状と課題を含めまして、

総合的に安全対策をするために防災関係機関等との連携強化という記述が書か

れていると。最後に「おわりに」でまとめているという構造でございます。 

 以上、ちょっと長くなりましたが、説明でございます。 

【分科会長】  ありがとうございました。それでは、報告書の確認をしてま

いりたいと思います。 

 まず全体の構成ですが、前回の議論を踏まえて、報告書の第３章のエッセン

スを「提言の骨子」として冒頭にまとめました。それ以外には大きなご意見は

なかったと思いますので、全体の構成はこれでいきたいと思います。 

 ということで、章別に見てまいりますが、順番としては委員名簿、それから

目次の間にある「提言の骨子」ですが、これは第３章のエッセンスであります

ので、第３章と一緒に確認することにしたいと思います。 

 最初に確認していただきたいのは４ページの「はじめに」の部分でございま

す。何かご意見ございましたらお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。冒頭にありますように、具体的な事実が述べられてい

ますが、呑川の事故は７月８日だと思いますが、ややおくれましたけれども十

分その時期、時節に間に合うように報告書ができたのではないかと思います。 

 次に第１章「局地的な大雨の危険性と対策の必要性」の部分について確認し

たいと思います。何かご意見ございましたらどうぞ。 

 よろしいでしょうか。この報告書自体については問題がないかと思いますが、

これに限らず、何かこの件に関して気象庁にご意見等がございましたら、それ

も含めてお願いしたいと思います。 

 それでは、思いついたらまた後でお願いすることにして、第２章に移らせて
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いただきます。「現状と課題」のところでございますが、ご意見どうぞ。 

【委員】  いいですか。 

【分科会長】  はい、どうぞ。 

【委員】  「現状と課題」ですが、局地的な大雨の場合にはほんとうに局地

的に起こって局地的に被害が発生するということだと思います。よく報道され

る鹿児島県のシラス台地の山崩れのケースは台風など大雨がもっと大規模な場

合に起こるのかもしれませんが、局地的な大雨の場合の被害というのはほんと

うに局地的に起こるわけですから、一義的には各自治体がハザードマップを用

意したりすることが非常に重要だと思うのですが、全国的なハザードマップを

つくれないのかどうか。どこで局地的被害が起こりうるのか、目で見てわかる

ようなものがございますか。こういう場所はこういう条件、インフラになって

いるから特に被害が出る可能性があるというようなことを、全体として把握し

ているところはないでしょうか……。国でしょうか。都道府県でしょうか。 

【予報部長】  予報部長でございます。全国でそういう危険箇所のマップが

あるかといいますと、浸水ですとか洪水、こういうものはかなり整備されてき

ていますが、具体的に私も詳細は掌握していないのですが、こういう局地的な

大雨についてのピンポイントのマップがあるかというと、多分まだないのでは

ないかと。それで、この資料の６ページにございますが、全体的にはさまざま

なところで役所の関係でも検討していますが、こういった形の表みたいな形で、

こういうところが危険であるというようなところを周知しているというのが中

心ではないかと思ってございます。いずれにしても、大雨で洪水が起こるとか

そういうものと違いまして、危険箇所というのはかなり特定されてくると。親

水公園ですとか、アンダーパスですか、そういうところに特定されていますの

で、マップでなくともわかり易いのではないかと思ってます。 

【分科会長】  ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

【委員】  よろしいですか、続けて。 

【分科会長】  はい。 

【委員】  例えば地下街。地下商店街もたくさんできており、多くの人が行

 -11-



き来しますが、特定の地下街は浸水の可能性がこれだけあるので、こういう避

難方法があるというようなことが、当該地下街に書かれて掲示されているとい

うようなことはないでしょうか。 

【分科会長】  どうぞ。 

【委員】  間違っているかもわかりませんが、前者の土砂災害のほうは、地

すべり地帯とかそれからがけ崩れとか、危険地域は指定されているはずです。

自治体ですかね。ただし、何ミリ降ったら危ないかという話は、ハザードマッ

プがつくられているかどうかに依存しているんだと思います。そちらは多分、

自然現象ですから、やろうと思えばすぐできるはずです。 

 後者の地下街のほうは、それは私、前から申し上げたことですが、地下街の

危ないか危なくないかは、川ではなくて主として下水道容量にかかわります。

それで、下水道容量、要するに雨が降れば、川で流れようと下水で流れようと、

住民からは関係ないんですが、役所のほうがそういうふうに分かれているもの

ですから、どこで地下街が水がついたとか住宅地が水がついた、ほとんどの場

合は、私の理解する限り下水の容量で、都市の場合は起こっています。そうい

うことについて、もしここはこれぐらいで危ないというようなことを図面で書

くとすると、それは逆にいうと自分にはね返ってきて、何でそこはもっとちゃ

んとしないのかとこういう話になることではないかと思います。したがって、

福岡は知りませんが、赤坂でかつて水がついたことがありますし、それから渋

谷も水がついたことがありますが、前に申し上げたように川がはんらんすると

すぐ河川行政で集中投資をして改良されるのですが、下水道がオーバーフロー

したからといってそういうことが起こったかというのは、私には専門外であれ

ですが記憶にないんです。それをちゃんとやらなくていいんですかということ

を前に申し上げていたんですが、ここは気象庁ですから……。したがって、ハ

ザードマップの問題としては、むしろ人工的なところのハザードマップをほん

とうにどうするのかというのが大変重要な問題です。 

【分科会長】  ありがとうございました。私、地震研に勤めておりまして、

根津の、下町のところが非常に水につかりやすくて、ちょっと雨が降るととい
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うことがありましたが、あれは多分都のほうで、暗渠というんですか、プール

みたいなものを地下につくって、それでずっと最近は出なくなりましたが、多

分そういった対策が進められつつあるんだと思います。特定の地下街だとか、

あまり印がついているようなのは確かに見たことはありませんね。消防の丸適

マークというのはありますが、まだそこまではいっていないのではないかと思

います。ほかに何かご意見ございましたら。 

 よろしいですか。 

 それでは、次にこの報告書の提言に当たります第３章「対処の方向性と具体

策」、それから同時にそのエッセンスとなります報告書の冒頭部分の「提言の骨

子」について、ご意見ありましたらお願いいたします。 

【委員】  すごく全体がよくできていて、随分読みやすくなってよかったと

思っています。 

 ３章のところとおっしゃいました、１４ページですよね。ここからが実は勝

負なわけですよね、３章のところから、「だからこうするよ」みたいな。そのわ

りには、基本方針の最初がちょっと２行で寂しいかなと思います。また、「気象

庁は局地的な大雨から……基本的な方針により」と、気象業務を強化すること

が求められるだけで、強化するというと今まであるのを強化するだけと受け取

られます。既存の改善だけではなくて何か、新しい試みもするんだという力強

い表現にすることもいいのではないでしょうか。既存改善だけではなくて。今

回のこの全体のことに言えると思うのですが、全く知らない他者が見たときに、

気象庁がこれで局地的な大雨に関することを出したよねというだけでなく、今

までの気象庁と何が変わるの、どこが変わるの、何するのというのが、何かチ

ャレンジブルな要素も目立ったらいいかと思います。それぞれに１つずつ頑張

りますではなくて、強化するとともにとか、新しい試みを含め挑戦するもので

あると、そこまで言えないにしても、何か新しい試みしますと。強化だけでな

いといいなと思いました。 

 それで、今、口頭で説明された際に、ここからが提言ですとおっしゃったん

です。そういうニュアンスのことが文章の中にも、ここから提言ですと書いた
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らいいのではないでしょうか。順序立ってはいるんだけれども、あまりにもテ

キストベースでばーっとなっているから、ややわかりにくいです。これまでの

ことを踏まえ、ここからが具体的な提案なんだみたいなことも、ばーんと言っ

てあったら読みやすいかと思いました。 

 あとちょっとだけ、ちょっと日本語的にどうかなというところに戻っていい

ですか。６ページの下から５行目のあたり、「このように、局地的な大雨の怖さ

は、具体的な……容易ではない」とか何とか、「日常生活の中で現実の危険が発

生するということにあると考えられ、ここに対策の難しさがある」というとこ

ろなんですが、「日常生活の中で現実の危険が発生する」というのがちょっとわ

かりにくいかなというのと、そもそもこの上の①、②、③、④のこと、あるい

はこの６ページのことというのは、５ページの２「局地的な大雨の危険性と対

策の必要性」というものの内容ですよね。局地的な大雨は危険なんだよ、対策

が必要なんだよということをここで言いたいわけですよね。で、６ページの下

がそのまとめ的なものになるんですが、ここの「対策の難しさがある」という

のが、だから要るんだということがその下に確かに書いてあるんだけれども、

その下は「地球温暖化」という新しい言葉が出てきてしまって、地球温暖化の

何とかだから求められるになってしまっていて、今までの①、②、③、④のと

ころだけで十分で、だから要るんだということで、地球温暖化の何とかだから

というのにちょっとかかり過ぎるかなというのが思ったことです。 

 あと、１３ページの上の③のタイトルそのものなんですが、「大雨に関して気

象庁が提供している情報」と今、タイトルがあるんですが、ア）、イ）、ウ）を

見るとそれぞれが最後に「……普及が課題となっている」「改善が課題である」

とか、全部「課題となっている」がついているので、タイトルに③は、「大雨に

関して気象庁が提供している情報とその活用の課題」とかつけたほうが、内容

とフィットするし、提供しているけれどもそこに課題があるんだよというよう

な感じで引きつけるから、あったらいいのではないかと思いました。 

 あと、１５ページの、ぜひ何かインパクトとしてどこかに、１５ページに入

るかわからないんですが、例えば①「気象庁の役割」とか②になるかわからな
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いんですが、気象台を地域に開放してとか、そこを気象の学びの場に積極的に

提供するとか、何か気象庁がそこも開いてみんなにどんどん知識や啓蒙の場に

するんだという……。気象庁って私のうちのすぐ近くにあるんですけれども、

１５年住んでこの間初めてこの関係で伺いました。あそこに行ってもいいんだ

と思って。行っていいんですよね、きっと、わからないですがきっと。学校の

教育では、子供たちは気象台へ行くときもあるんですが、大人たちは町会長と

か教養を高めたり、あるいはゲリラ豪雨について学ぼうという場として行くこ

とはありません。気象情報を学ぶ拠点としてとか、結構それニュースになると

思うんです。気象台は日本全体にあるし。そんなことも入れてくれると、もし

かして新聞が書いてくれるかもしれない。変わったとか、開かれたとか、新し

いとか、オープンとか、関連とかの１つの起爆剤として、気象台にみんなおい

でみたいな、そんなことももりこまれていたらいいなと思いました。以上です。

すみません。 

【分科会長】  ありがとうございました。たくさん今言っていただいたので、

ちゃんと１つ１つ把握しているかどうか心配なところがちょっとありますけれ

ども。 

【委員】  気象台が開かれたらいいな、行きたいなと。 

【分科会長】  漏れていたら後からご指摘いただきたいと思います。幾つか

言っていただいた点で、書き方の問題があると思うんですけれども……。 

【委員】  それだけなんです。 

【分科会長】  全体的なところで現状と課題というようなところで、枠の中

の項目が必ずしも現状と課題という項目になっていないというような部分、こ

れは多分１３ページのところだと思いますが、もともとが現状と課題でありま

して、その中に気象庁が提供している情報というので、言えば全部、「の現状と

課題」「の現状と課題」、「の現状と課題」とくっつくんですよね、もともと。 

【委員】  そうか、ダブるから要らない。 

【分科会長】  全体が現状と課題なので、多分それがないんだと思います。

内容的には現状と課題になっていると思います。どちらのほうがいいかという
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ことはあるかと思うんですが。 

 それから６ページのところの「日常生活の中での現実の危険」という、ここ

ら辺も、これまでのところで実際に日常生活の現実の危険については触れてあ

りますので、何を言っているかはわかっていただけるかと思うんです。その後、

対策の難しさがあるというところで切っちゃったので、その後に、対策が求め

られているという文章が次の段落に入っているので、もう一言という感じかと

……。 

【委員】  そう、ポジティブな表現にぜひしましょう、だから要るんだと。

「困難がある」で終わっちゃうと暗い感じがするじゃないですか。対応の難し

さがあったとしても、だから要るんだ、だからやろうみたいな。前向きに表現

されると現実の行動化につながりやすいと思います。 

【分科会長】  があるかと思います。そういう意味で直さないといけないと

まではいかないかなというところも幾つかあるかと思いました。ごめんなさい、

私よりも気象庁のほうからご発言お願いします。最後の、最初に言われたんで

したっけ、気象台を開放して拠点にしようという提案がございましたが……。 

【委員】  どうですか。入れたら大変なことになっちゃうのか。予報部長さ

んが何か教えてくださる。 

【分科会長】  ここにはそこまで書いてないかもしれないんですが、実際に

は……。 

【委員】  部長さんが今何かおっしゃってくださるようで……。 

【分科会長】  ごめんなさい、どうぞどうぞ。 

【予報部長】  ○○委員ありがとうございます。気象庁の開放の話なんです

が、通常の行政機関ですと行政相談とかいう形でやっていますが、特に気象庁

の場合は天気予報とか極めて国民に親しみを持っていただいているということ

がありまして、例えば本庁には、この１階にありますが、天気相談所という組

織がございます。実際広く開放して、来ていただければ、気象庁についてどの

ような相談にも応じるということになってございまして、また管区気象台にも、

専属の予報官が天気相談所ということころに詰めて開放してございますので、
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かなり開放面では進んでいるという認識はございます。ただ、○○先生ご指摘

のように、一般にそれが広く知れわたっているかというとなかなか難しいとい

うところではないかと思っています。それについてここで記述するかどうかと

いうのはまたご議論いただけたらと思うのですが、気象庁の現状について紹介

させていただいて、また地方気象台等も、当然専属の天気相談所というものは

ないんですが、それなりに職員が本庁の天気相談所と同様に照会等があれば対

応しているという実態は知っていただきたいと思います。ありがとうございま

す。 

【委員】  横浜の気象台に伺ったときに、私は地域の気象にとても関心が増

して、いい啓蒙になったんです、私自身が。だから具体的な策としても、今ま

での業務を頑張りますだけではなくて、外からの人も受け入れたりとか、地域

の学びの場にもなるんですみたいなことがちょっとでもあると、とてもいいか

なと思いました。子供たち以外にも。 

【分科会長】  ありがとうございます。お天気相談所だとか、昔は子供の夏

休みの宿題が大変で、その相談のニュースを見たかと思うのですが、地方の気

象台でも多分やられていたんですよね。 

【予報部長】  全国で、夏休みになりますと子供教室みたいな形で、かなり

小学生、中学生を対象として広くいろいろイベントをやってございます。当然、

夏休みの宿題で天気を調べたりとかそういうのはたくさんいらっしゃいますの

で、かなり丁寧に説明してございます。 

【委員】  生涯学習の場にもなったらいいですね。 

【分科会長】  わかりました。大人の人は行きづらいということですね。（笑）

何か、新しいというところで、具体的に気象台の開放というご提案がありまし

たが、いかがですか。 

【委員】  じゃあ、私も。 

【分科会長】  どうぞ。 

【委員】  今、○○さんがおっしゃったように、気象庁は一生懸命いろいろ

なことをやって、国民にとって身近な存在になるように努力されていると思う
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のですが、問題は、そういう実態が国民の皆さんに必ずしも十分に伝わってい

ないからアクセスしないということだろうと思うのです。これの担当大臣は国

土交通大臣ですよね。例えば、金子大臣がどこかの気象台に新聞記者も連れて

行っていただいて、当該気象台の活躍ぶりを国民に分かるようにしていただく。

気象台を大臣が先頭に立ってＰＲしていただくように、気象庁のほうから大臣

に対して要請してみたらどうかと思うのでございます。麻生総理もわりと身が

軽いから、総理自身が行かれたらもっと効果的でしょう。総理は、多分深刻な

災害があれば飛んでいかれると思うのですが、そうではなくて普段の活動につ

いて国民の皆さんにご理解いただくような配慮が頂けないのでしょうか。提言

は「災害の際は国民も自助努力を」ということを強調しているわけですが、自

助努力をしようにもどうしたらいいかわからない方も多いと思われますので、

身近なところで一度総理や大臣を担ぎ出してみたらいかがですか。 

【分科会長】  ありがとうございます。はい、何か。 

【委員】  気象情報は私も見るんですが、布団を干したりとか傘を持ってい

ったりとか、わりに普通の生活の中での気象情報だったんです、今まで。私は

今回のこの会に参加させていただいて、例えば海の人、海難とかそういうのは

別にして、一般の国民が命にかかわる問題として、今回の局所豪雨は今までの

ものと全く違うのではないかと思うんです。だからこそこの報告書はインパク

トをと思っているんです。だから例えばタイトルに「局地的な大雨による被害

の軽減に向けた」とありますが、サブタイで、あなたの命を守るために入れる

とか。そうじゃないですか、今までの気象情報とはちょっと違うんだよと。こ

れからもっともっと局所豪雨の災害は、増えると思うんです。そのときに、あ

んなことが報告書にあったのにといって効果がなかったら惜しいです。気象庁、

地味だと思うんです。わけがわからないことを言って恐縮だけれども、今回こ

そ声を大きくして言ってくださらないといけないなと、私は強く思っています。

よろしくお願いします。 

【分科会長】  ありがとうございました。それでは、報告の最後の「おわり

に」の部分についてご意見をいただければと思います。はい、どうぞ。 

 -18-



【委員】  前のところで申しわけないのですが、１７ページなんですが、私

はこの会に参加させていただいて、非常にこれはいいなと思ったのは、メディ

アの立場からいいますと、携帯ウエブで降水ナウキャストが見えたりすると。

もうこれは民間事業者がやっていて、こういうのは大いに啓発して知らしめる

べきだという話、これは非常に重要だと思っているんです。これが、この本報

告書でどう書かれているかをチェックしてみたんですが、１７ページのところ

で①ア）ですね。野外等で活動中の場合の情報入手ということなんですが、こ

こでは４行目に「民間気象事業者によるメールやホームページ等での情報提供

サービスや」というところがあるんですが、ここにせっかく私が今回学んだ携

帯ウエブという言葉も入れていただけると、よりいいのかなと思いました。そ

れから、それと同時にこれが関連する箇所として、前の第２章（２）②ですね。

これが１０ページの（２）②で、もう既にこんなことをやっているという現状

が書かれていて「テレビ・ラジオ以外の気象情報入手手段」というところです

が、ここでは「インターネット、携帯電話等を通じて」と書いてあるんです。

ここのところもおそらく含まれると思うんですが、もう少し前と、１７ページ

と同じような書きっぷりで、「メールやホームページや携帯ウエブ等を通じて」

とやったほうがわかりやすいかなと思いました。それと関連して、１０ページ

の下の注ですが、６の中でそれに対応する部分というのがおそらく２行目の真

ん中辺以降にある「携帯電話向け気象レーダーなど局地的な大雨に関する情報

提供サービス」と、これが当たると思うんですが、これも少し、「携帯ウエブや

メールによる気象レーダーなど」というふうな感じにやると、もう少しわかり

やすくなるかなと思いました。携帯ウエブという言葉がちょっと入るといいか

なと思いました。 

 それから２つ目ですが、これはやはり、いつも読んでいると、全体的な細か

いことなんです。細かいことというんですかね。第何章を読んでいるのか、つ

まり現状と課題を読んでいるときに、あれっと思ったりするわけです。具体策

が、方向性とか対処が書いていないので、あれっと思ったりするんです。なの

で、わからないんですが、ヘッダーとかに１章何何、２章、現状と課題とか、
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３章、対処の方向性とか、それぞれの奇数ページとかに書くと、あ、今これは

現状と課題なんだというのがわかりやすくていいのかなというぐあいに、細か

い点ですが思いました。それくらいですかね。 

 それから、これは報告書に反映させていただきたいというのではないのです

が、１１ページにエリアメールのことが③で出ています。これは話題提供です

が、先日飯能市のほうにエリアメールが入っていまして、ちょっと聞きに行っ

たら、現在エリアメールは市で、ある１市、市町村単位で同じ情報が出される

という、そういう運用しかできないんだそうです。だから、今回のように川の

人だけとか、ほんとうはそういうふうに伝えたいんだけれども、それができな

いんだというような問題点を市の人がおっしゃっておりました。これはですか

ら話題提供のみでございます。以上でございます。 

【分科会長】  ありがとうございました。１７ページ、１０ページのところ

で、携帯ウエブという言葉を入れるということと、それから１０ページのほう

も１７ページと同じような書き方にしてはいかがというご意見ですね。それか

ら、今第２章（２）②及び脚注６と書いてありますが、これもやはり１０ペー

ジだとか具体的に示したほうがわかりやすいかと思います。ありがとうござい

ます。ほかにございましたら。○○委員どうぞ。 

【委員】  報告書と提言を読ませていただき、非常にまとまっていてすばら

しいと思いました。おわりの章ですが、２番目のパラグラフがおそらく気象庁

として大きな力点を置きたいところだと思います。先ほど○○委員から提案が

あったように、第３章の基本方針のところに、局地的な大雨から国民を守るた

めに、気象庁として力を入れている第２パラグラフに書かれている点を、入れ

たらいいのではないかと思いました。 

 ２点目は質問です。少し前の第３章にもどります。第３章の１９ページの「予

測システムの改善」です。例えば、観測などほかのところに関しては「図る」

と書いていらっしゃることが多いのですが、この予測システムの改善に関して

は（例えばアのように）「期待される」と書かれています。細かいことですが、

数値解析を研究しているので「期待される」というのはほかと比べて、何か少
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し後ろ向きの印象を受けます。どうして「期待される」という表現をされてい

るかについて、質問をしたいと思います。 

【分科会長】  はい、どうぞ。 

【予報部長】  「期待される」と「図る」ということをかなり意識してここ

で書いたかというと、正直そうでもございません。ただ、実際上、数値解析、

数値予報は、技術的にかなり挑戦的な内容もありまして、試行錯誤してその中

からいいものを出してくるというプロセスがあって、かなり研究的な色彩も強

いところがあるというところもございますので、単に「図る」ということでス

トレートに書くよりも、若干ちょっと後ろ向きに見えるかもしれませんが「期

待される」という書き方になったと、私は認識しております。 

【分科会長】  ということでよろしいでしょうか。 

【委員】  はい。 

【分科会長】  どうぞ。 

【委員】  先ほどの○○委員と私も同意見なんですが、いろいろあるんです

が、要は気象情報をまめにどんどん利用しな、自分で手に入れようということ

がすごく大事だということですよね、大きく言ったら。例えばゴルフをする人

とかある種の仕事の人は、民間の気象会社として積極的に得たりしますよね。

でもそうじゃない人たちが、最もほとんどお金かからずに利用できてというの

がエリアメールだと思うんです。だから、エリアメールは後ろの用語集にも加

えたらいかがでしょうか。なおそのときに今おっしゃった、実際に例えば河川

の流域だと県をまたいだりするので、そこもネットワークを組み、このエリア

メールの発送を利用することが求められるというようなことがあるといいです

ね。うまくそこのところの権限や行政の区分を超えて実現することが要ります

ね。これを読んだ人が首長とかに提言してくださって、うちでもやろうという

ことにつながるといいですね。そのためにもぜひこれを入れてくださったらい

いなと思いました。 

【分科会長】  先ほどの○○さんのお話ですと、今のところは市全体という

形でしかという現状だということでよろしい……。 
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【委員】  エリアメールというのは一斉に伝達するやつですよね。それから

あと、もう１つ市や区がやっているのは、普通の携帯メール。両方ございまし

て、おそらく横浜市がやっているのは普通の携帯メール。 

【委員】  ああ、そうか。失礼しました。 

【分科会長】  ありがとうございました。いろいろあるようで、私もよく存

じ上げなくてすみません、失礼しました。 

 いろいろご提言いただいて、幾つか具体的なところがございますので、もう

１回確認したいと思うのですが……。 

【委員】  いかに使ってもらうかですよね。 

【分科会長】  この基本方針の最初のところが弱いのではないかということ

を、○○委員、○○委員から言われておりまして、○○委員からは具体的に、

２３ページ目の第２段落のところが非常に力強い論調なので、これをもう少し、

このような論調に直したほうがいいのではないかという、そんなご意見がござ

いました。それから、○○委員から非常に具体的に、携帯ウエブについても言

及するようにということでございましたので、それも１０ページ、それから１

７ページでしたっけ、に入れたらいいのではないかと思います。 

 いろいろご意見いただきました。実際に実施状況等々でご意見を生かすこと

もできるかと思いますので、もしよろしければ報告書の件に関してはその程度

の修正ということでよろしいでしょうか。 

 では、そのような形にさせていただきたいと思います。それでは、分科会と

してそのような修正を施した上で、報告書をご了承いただいたということでよ

ろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、気象庁長官に後ほどお渡しすることにい

たします。文面については一応ご一任いただきたいと思います。事務局と調整

の上で最終版とさせていただくということで、よろしくお願いいたします。本

日の記者会見に間に合わない場合には、その部分は口頭で補足することとした

いと思います。ありがとうございます。 

 それでは、局地的大雨に関する審議は今回で終わりとなります。この際、報
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告書を受けて気象庁がどのような対策を進めていかれるかについて、長官にお

伺いしたいと思います。お願いいたします。 

【気象庁長官】  櫻井でございます。このたびは、皆様方におかれましては、

今年の１月から今日に至るまで、５回にわたり局地的な大雨についての被害の

軽減に向けた気象業務のあり方ということで、非常に示唆に富んだ多くのご意

見を聞かせていただきました。今日、今後取り組んでいくべきことについてご

提言をいただきました。この場をおかりいたしまして厚くお礼を申し上げます。

そして、今回のご提言を踏まえて、今後これを私たちがどのように具体化して

いくかについて、一言申し述べたいと思います。 

 もともと、気象庁は自然現象を観測・監視して、その成果を集めてきて予測

を行い、それらの情報を提供するとともに、その情報の利用を啓発・促進する

ことで自然災害の防止軽減に貢献するという、大きな責務がございます。そう

いう観点から、まず情報の質を上げるという切り口で、科学や技術の進歩を業

務に取り入れて、その精度の向上、高度化を図っています。さらに、情報を防

災関係機関にどうやって的確に伝達するか、報道あるいは民間における利用を

促進するかといった情報の提供にも努めてきたところです。 

 ただ、集中豪雨や台風など非常に規模の大きい災害の場合、私ども気象庁の

発表する情報をもとに関係機関が体制をとって、そして必要な場合には市町村

長さんたちが避難を指示したり勧告したりという、組織的な防災活動がなされ

ているわけですが、今回話題といたしましたような局地的な大雨という現象に

つきましては、その規模が小さい、あるいは現象が急変するという特徴がある

ことや、影響を受ける方々のいらっしゃる場所や、活動の状況によってそのリ

スクの程度に大きな差があるため、いわゆる組織的な防災活動というものが必

ずしも間に合わないということがございます。そのため、そもそも何らかの危

険があるような場所で活動していらっしゃる場合には、気象情報をみずからの

安全を確保するための情報ととらえていただいてそれを活用し、みずから危険

の回避行動をとるといった自助の役割が非常に大きくなってくるものと思って

います。 
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 そういうふうになりますと、こういった局地的な大雨の特性といいますか、

それに伴う被害の特性、あるいは事故の特性というべきかもしれませんけれど

も、そういったものへの対応の柱として、今回４つの大きな柱、すなわち普及・

啓発の強化、それから情報の利用促進、それから私どもの観測予報技術や情報

の改善、そしてこれら３つのことを進めていくに当たって、関係機関としっか

り連携してやるべしという４つをお示しいただきました。この４つの柱につき

ましては、いずれも重要な柱として提言の内容に沿って取り組んでまいりたい

と思っていますが、特に先ほど○○委員からもご指摘のありました、普及啓発

の強化というところ、これはかなり大きなウエートを占めると思います。それ

から、情報の利用の促進、そして関係の機関との連携の強化、についても、こ

れまでの取り組みから一歩踏み込んで、組織を挙げて取り組んでいきたいと思

っています。今後の施策についていろいろ考えていきたいと思っておりますが、

すぐにできること、まして今まさに局地的な大雨のシーズンを迎えておるわけ

でございますので、緊急に対応すべきことは、昨年の夏以来の取り組みともあ

わせまして迅速に進めてまいりたいと考えています。 

 各４つの柱のそれぞれについて、簡単に今後何をやりたいと考えているかを

補わせていただきます。 

まず局地的な大雨に関する安全知識の普及啓発の強化ということを１番に掲

げていただいているということに、この提言の主張が非常にはっきり出ている

と、私は受け取る立場として認識しています。局地的な大雨が起きやすい季節

を前に、急を要する対応として、委員の皆様方のご助言等をいただきながらつ

くってまいりました『局地的大雨から身を守るために』というリーフレットで

すとか、あるいは『防災気象情報の活用の手引き』を用意しており、これを用

いて既に全国の気象台から都道府県ですとか市町村、その他教育関係の部局へ

の周知、あるいは学校長を対象としたセミナーなどに着手しているところです。

またさらに、これをテレビなどを通じた周知や、そこでのインパクトのある伝

え方についての意見交換ができればと思い、報道関係機関やテレビによくお出

になる気象解説者の方々のご協力をいただいて進めてまいりたいと考えており
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ます。 

 私は今回のご提言の中で非常に印象的でしたのは、より効果的に普及啓発を

進めるためには今後重点的に普及啓発を進めていく対象として、まず教育関係

者の方々、自主防災組織や施設管理をやっていらっしゃる方、そして防災や安

全のリーダーとしての立場が期待される方々を挙げていただいたことです。こ

れらの方々は、扇でいえばかなめ、情報の流れでいえばノードにあたる方々で

すから、そういう方々にご理解をいただくことでより多くの方に一挙に広がっ

ていくわけで、非常に効果的であるというご助言をいただいております。それ

をぜひ意識して、普及啓発の対応に反映していきたいと思っています。気象庁

としては、天気予報や気象レーダー画像といった情報を毎日の生活情報として

だけではなく、皆様の安全を確保するための情報ととらえて、もっと活用して

いただければと考えています。今後、各地の気象台におきましても、日本気象

予報士会等のご協力もいただいて、こういった情報の利活用方策、あるいは安

全知識の普及啓発を強化して、しかも、これを継続的に進めていきたいと思っ

ております。 

 それから２点目の、さまざまな情報入手手段の拡大と活用促進ということに

つきましては、屋内、屋外を問わず、必要なときに必要な気象情報が得られる

環境を整えていくということが重要なことでございます。これは先ほども、○

○先生をはじめ皆さんからもお話がございました。既に多くの自治体ですとか

民間気象事業者の方々が、屋外で活動中にも情報が入手できるような、携帯電

話を使ったもの－これは自分から取りにいくものもあれば、向こうから送り込

んでくるものもあるのですが－そういった形での気象情報の提供が行われてお

ります。一方、例えば地上デジタル放送は、家庭においてもこれまで以上に詳

しい気象情報が入手できるようになってきています。 

 ただ、こういった気象情報を安全確保のために活用するいただくということ

につきましては、必ずしも十分なご理解がいただけていないように思います。

そこで、まずこういった既存のサービスについても、もっと知っていただいて、

その活用の範囲を広げていただくことが大切だと思っております。さらに、よ
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り多くの手段で安全確保のための気象情報を入手することができるように、地

方自治体の方々あるいはマスメディアの方々、それから民間気象事業者の方々

等と連携して、気象情報を広く利用できる環境の拡大を推進していきたいと思

っております。この一環として、基本的な情報の取り扱いをしやすいように、

情報の形式として汎用形式を導入しつつあります。また、皆さんに見ていただ

いています気象庁のホームページにつきましても、より使いやすいよう少しず

つ工夫していきたいと思っています。 

 ３点目は局地的な大雨に関する監視・予測技術と気象情報の改善です。局地

的な大雨は非常に変化が早いため、少しでも早く雨の強まりを知ることで事故

を防げる場合もございますから、局地的な大雨の急発達を少しでも早くとらえ

て皆様にお届けするということを目指して、まず１つは観測システムの改善策

として、気象レーダーの観測間隔を半分にするために現在準備を進めておりま

す。今のは実況を早くお知らせするということでございますが、予測という切

り口では、計算機を使います数値予報といった方法が主力となるべきと思って

おります。その計算に使うため、気象レーダーのドップラー化を計画していま

す。これによって三次元的な風のデータがモデルに入ります。また、ＧＰＳか

ら得られる空気中の水蒸気量を数値予報に活用します。ＧＰＳは、専ら測地と

かカーナビとかで場所を決めるために使われるものです。空気中の水蒸気がノ

イズとして悪さをするのですが、それをうまく使うことで水蒸気の量の目安が

得られます。さらに他機関のレーダーをも活用するなどで、監視・予測技術を

不断の努力をして、改善をしてまいりたいと思っています。 

 ただ、私たちはこういう予測・監視技術に、その時点の最善の技術を導入し

ていますが、とはいえ、その時点での技術の限界がございます。私たち自身と

しては情報の精度を何とか高めていきたいと常々思っておりますが、その情報

のそのとき持っているパフォーマンスといいますか、限界といいますか、そう

いったことについてもご利用になる方にご理解いただいた上で、情報を活用し

ていただけるよう、普及啓発活動の一環で努力してまいりたいと思っていると

ころです。 
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 最後、４点目の防災関係機関等の連携強化につきましては、既に国土交通省

内でこの事故、災害が発生した直後に幾つかの検討会が行われまして、私たち

もこういう予測情報、あるいは監視情報の専門家という立場で検討に参加して

きたところです。さらには、水に親しむ公園に警告灯を設置する地域への協力

もさせていただいたところです。今後とも、幅広い関係者との連携協力の強化

に向けて、地方自治体、関係省庁等において行われます対策の検討に、積極的

にかかわってまいりたいと思っています。 

 最後になりますが、今回のご提言は、提供しております気象情報の高度化は

もちろん、今までの気象庁から一歩踏み出した形で、気象情報をもっと皆様に

ご利用いただけるように、利用者側の視点に立って入手手段の拡大や活用能力

の向上に向けてもっともっと努力せよと、強いお励ましをいただいたものと受

け取っております。今回のご提言を指針といたしまして、局地的な大雨などか

ら国民の皆様を守るための、安全対策の強化といったことを総合的に、また継

続的に推進してまいりたいと思っているところでございますので、引き続きよ

ろしくお願いをいたしたいと思います。それから、ご質問の中で、気象庁ある

いは気象台のビジビリティーを高める方策について幾つかのご提言を賜りまし

たが、今後私たちがこういった作業を進めていく中で参考にさせていただきた

いと思っています。 

 報告書をいただいて考えているところをお話いたしましたが、引き続き検討

を深め、具体策に反映してまいりたいと思っております。 

 最後でございますが、気象分科会委員の皆様におかれましては、ほんとうに

お忙しい中、５回にわたる分科会の審議検討におきまして、非常に活発かつ建

設的なご意見を賜りまして、ここに重ねてお礼を申し上げます。ほんとうにど

うもありがとうございました。 

【分科会長】  ありがとうございました。委員の皆様、何かご質問等ござい

ましたら。よろしいでしょうか。 

 何か、気象庁からございますか。 

 本日予定をしておりました議事は以上でございます。これをもちまして、本

 -27-



 -28-

日の気象分科会を終了させていただきます。 

 最後に事務局から連絡事項をお願いいたします。 

 どうもありがとうございました。 

【総務課長】  それでは連絡事項を申し上げます。本日ご了承をいただきま

した報告書につきましては、午後、庁議室におきまして、分科会長から気象庁

長官にお渡しいただくことになっております。またその後、２時から気象庁の

会見室において、分科会長と事務局により記者会見を行う予定でございます。

また、委員の皆様には後日、議事録を送付させていただきまして、ご同意いた

だいた上で公開したいと思います。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。本日はどうもありがとうございました。 

 

── 了 ── 

 


